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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから令和

３年第３回美幌町議会定例会第１５日目の会

議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、５番木村利昭さん、６番伊藤伸

司さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行いま

す。 

 諸般の報告については、事務局長から報告

させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を申

し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１３号から 

      議案第３６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第１

３号美幌町議会議員及び美幌町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の制定

についてから議案第３６号令和３年度美幌町

病院事業会計予算についてまでの２４件を議

題といたします。 

 第１４日目に引き続き、質疑を行います。 

 議案第３３号令和３年度美幌町公共下水道

特別会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書４４０ページ

になります。 

 公共下水道費、一般管理費、業務委託料、

地方公営企業法適用化業務委託料２,０２３

万２,０００円につきまして、その事業内容及

び委託先、積算根拠について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 戸澤議員の

御質問に答弁いたします。 

 まず、公共下水道事業に係る地方公営企業

法適用実施の必要性についてでございますが、

総務省が公営企業会計適用拡大に向けたロー

ドマップを示しており、人口３万人以上の地

方公共団体につきましては、集中対策期間で

ある平成２７年から平成３１年までの５年間

で取組が行われており、令和２年４月１日現

在、全国の対象市町村８１０のうち８０９の

市町村、９９.９％が適用済みとなっている状

況です。 

 また、人口３万人未満の地方公共団体につ

きましても、拡大集中取組期間である平成３

１年から令和５年までの５年間に完了するよ

う要請されており、令和２年４月１日現在、

全国の対象市町村８１６のうち１９３市町

村、２３.７％が適用済みとなっている状況で

ございます。 

 さらに、公共下水道に係る施設や管渠更新

等で社会資本整備総合交付金を活用し、毎年

事業を実施しておりますが、令和２年３月３

１日付の国の通知でございますけれども、人

口３万人未満の地方公共団体においては、令

和６年度以降の予算、決算が公営企業会計に

基づくものに移行していることとして要件化

されている状況でございます。実質的には、

法適用の取組は必須となっている状況でござ

います。 

 次に、法適用の目的と意義についてでござ

いますが、今回の取組により固定資産台帳が

整備されることで、経営状況が的確に把握さ
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れる点、発生主義に基づく複式簿記による会

計処理を行うことで収支見通しを的確に把握

できる点が挙げられております。 

 これらの取組により、中長期的な視点に立

った持続可能なストックマネジメントの推進、

適切な原価計算に基づく料金算定を踏まえた

独立採算による経営の健全化、効率化を図り

ながら、将来にわたり安定した公共下水道事

業が構築されるとして国は示してございます。 

 それでは、事業内容につきまして御説明い

たしますので、資料の３ページをお開き願い

ます。 

 この図は、法適用に係る作業のイメージと

して、国が標準的に示しているものでござい

ます。 

 まず、１年目の取組としては、表の上段、

移行事務の準備といたしまして、法適用基本

方針を作成する経費として３２９万２,０００

円、詳細につきましては記載のとおりでござ

いますが、主なものとしては、法適用に係る

範囲の検討や固定資産の資産登録単位の決定

を行うものでございます。 

 次に、中段の右側ですが、固定資産台帳の

整備に係る経費として１,６９４万円、整備 

方法は記載の手順１から８となってございま

すが、決算情報の収集や税抜き処理、間接工

事費の配分、受益者負担金の配分など、一番

労力を必要とする業務でございます。 

 国が示した地方公営企業法適用マニュアル

によります先行事例では、平均２年７か月、

３.５人の人員が必要とされている業務でござ

います。 

 次に、中段の左側、債務負担として令和４

年度の取組を予定してございますが、移行事

務支援として、４０６万９,０００円、法適用

範囲に基づく条例改正や勘定科目の設定、打

切り決算、税務署、総務省への届出などの業

務となってございます。 

 最後に、下段の右側でございますが、同じ

く令和４年度の取組として、システム導入費

用４,０４５万５,０００円でございますが、

現在、水道事業会計では２種類のシステムを

導入しており、会計システムは平成２５年度

導入から７年を経過しております。また、料

金システムは平成２６年度の導入から６年が

経過している状況で、下水道会計の法適用に

併せて、サーバー管理の現在のシステムから

クラウド管理のシステムに更新することで、

保守費用とシステム更新費用の軽減を図りな

がら整備をするものでございます。 

 以上、業務の詳細とスケジュール、費用に

ついての御説明をさせていただきました。 

 法適用に係る経費につきましては、費用の

全額が公営企業会計適用債の対象でございま

して、４２％が地方交付税として措置される

ことになっておりますので申し添えます。 

 それでは、資料の２ページを御覧いただき

たいと思います。 

 資料の２ページの下段から３行目でござい

ますが、委託先につきましては、法適用業務

及びシステム導入が可能な業者による指名競

争入札を予定しておりますが、参考見積りを

徴取した業者につきましては、現在、水道事

業のシステムを導入、運用している新潟のメ

ーカーでございますが、その北海道代理店か

ら徴取している状況です。 

 最後に、法適用後の職員体制についてでご

ざいますが、現在のところは未定ですけれど

も、法適用の業務の範囲、内容によりまして、

管理者または技術職員、事務職員等が適切に

配置されるということで考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上、御説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 御説明をありがとう

ございました。 

 １点だけ確認させてください。 

 固定資産台帳の整備について、３.５人で２

年７か月かかるという御説明をいただきまし

た。これは、令和３年度内に終わらせるよう

な計画になっていると思いますが、実際に１

年以内に終わると理解してよろしいのでしょ

うか。 
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○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） ただいまお

問合せをいただきました固定資産台帳の整備

期間についてでございますが、固定資産の整

備手法につきましては、簡易手法、標準整理

手法、詳細手法という３種類ございまして、

その市町村ごとに、事務処理に合った処理方

法で進めるという状況がありますので、標準

的に示された年数、人数ということでござい

まして、美幌町としては１年程度で整備が進

むと考えております。そのためにも、事業者

委託をして１年以内で進めていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 同じ項目で質問しま

す。 

 今の御説明によると、最終的には令和５年

度から法適用の上、進めるということでいい

のかどうか、もう一度確認したいと思います。 

 ２点目は、今後、法適用になった場合に考

えられる現在からの変更点をお伺いします。

一番大きいものは料金かと思いますけれども、

現在どのように考えられているのか、御説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 馬場議員か

らお問合せいただきました１点目は、令和５

年度からの実施かということでございます。 

 令和３年度、４年度で移行事務を実施しま

して、５年度から会計移行を進めることを考

えてございます。 

 また、公営企業会計移行に伴う変更点につ

いて、料金のお話がございました。 

 今の下水道使用料につきましては、令和元

年１２月の使用分から下水道使用料が改定さ

れている状況で、令和元年から令和４年まで

の試算の中で必要な料金設定ということで改

定させていただいておりますので、その状況

を踏まえつつ、公営企業会計に移行後の収支

で試算等を見ながら、手数料の改定が必要な

場合には実施することになろうかと思います

けれども、令和元年１２月使用料分からの改

定を実施している状況の中では、管内の下水

道使用料の中でもかなり上位にありますので、

そこも踏まえた中で判断していくことになろ

うかと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も、同じ委託料

の質問でございます。 

 先ほどの説明で、法適用後の体制としては

現在の上下水道課の職員が担うということで

すけれども、法適用になったときに検討する

ということですから、人員が増えるのかどう

か分かりませんが、しっかりとしたシステム

管理をしていく上で、職員研修もこの業務の

中に入っておりますが、水道事業と同じよう

に独立採算という方向を目指したときに、果

たして、今の体制で十分な対応ができるのか

どうか、その辺の考え方をお聞かせください。 

 もう一つは、法適用後の一般会計の繰入金

が具体的にどう変わるのか、その辺の考え方

について御説明いただきたいのと、これが住

民サービスに結びついていくことになるのか

どうか、この３点についてお尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 上杉議員か

らお問合せをいただきました、まず人員の件

でございますが、移行する中で業務がどのよ

うに変化していくか、不透明なところもござ

いますので、現在の人員だけで足りるかとい

うところは、未定というのが現状でございま

す。 

 なお、令和３年度につきましては、今の人

員での対応を考えておりますが、令和４年度、

移行の前年度につきましては、委託業務でご

ざいますけれども、町で対応する職員も必要

な状況になるのではないかという想定はして

ございます。 

 ２点目の繰入れの考え方でございますが、

現状は基準内、基準外の繰入れというルール

の中で、３億５,０００万円ほどの繰入れが行

われた中で下水道事業特別会計が運営されて
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いる状況にございます。 

 公営企業会計に移行することにより、どの

部分がどういうふうにというところはこれか

らでございまして、詳細な御説明はできませ

んけれども、先ほどお話ししましたとおり、

公営企業会計に移行することにより、収支、

資産の状況が明らかになることによりまして、

必要な料金または将来にわたり安定した下水

道事業を運営できるようになるものと考えて

ございます。 

 ３点目の住民サービスにどのような影響が

あるのかということでございます。 

 先ほど、繰入れの考え方の一部でもお話し

させていただきましたが、公営企業会計への

移行は、安定的な公共下水道事業を運営して

いくための法適用化ということでございまし

て、公営企業会計の安定的な運営によって、

住民の皆さんも安心して生活ができるのでは

ないかと考えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 法適用になったら、

今の下水道関係の一般的な業務処理から変わ

ってきます。 

 当然、業務委託の中でも、先行事例の研究

や職員研修は令和４年度から入っていますの

で、そうした面で、きちんとした会計処理を

して、今お話があった、町民のために安心・

安全に下水道事業を運営できるようにこうい

う作業をしていくということは理解していま

す。 

 令和３年度には、ぜひ、いろいろな検証を

し、業務量などを把握しながら、法適用の業

務を心配なくこなせるように、業務量などを

十分精査しながら職員体制を考えてほしいと

思います。 

 一般会計繰入金は、ルール、ルール外とい

うことがありましたけれども、法適用になる

ことよって、いろいろな変化が出てくること

が考えられますので、スタートする令和５年

度の適用の前に、進捗状況について、ぜひ議

会にも報告していただいて、住民に法適用に

なることによって、将来がどういうふうに変

わっていくのかということについて、しっか

り周知をしていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） お答えいた

します。 

 業務委託で進めていく中で、それぞれ詳細

が出てくると思います。それについては丁寧

に説明して進めていきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さん 

○１３番（松浦和浩君） 一括で質問しない

とややこしくなるので、今の続きの質問と、

同じところにあるストックマネジメント計画、

事業計画委託料の３本柱で今年スタートする

と思うのです。 

 今の流れの中で、数点、気になることがあ

ります。 

 まず１点目は、今回の６,４００万円の委託

業務をするのは、公営企業法に対する考え方

の流れだと思うのです。基準をどうするか。 

 次にあるストックマネジメントは、書いて

あるとおり、終末処理場のストックマネジメ

ント計画についてどのように検討に入るかと

いうことと、業務計画も同時に策定に入ると

いうことです。 

 そこで、この委託業務先を１本にしてでき

るのかどうか、三つを１本の業者でいくのか

どうかです。 

 また、１本目の公営企業にいく段階におい

て、まだストックマネジメント計画ができて

いないものですから、今後の投資計画の数字

について、令和５年４月からスタートだと思

うので、逆算すると、令和４年の秋には全容

が出なければ、翌年度の議会にかける数字、

期首の決算書の確認が取れないと思います。 

 たしか、今から６年前の公営企業法のとき

に、国保病院のときは期間がぎりぎりかかっ

たと思うのです。数字の移行作業を１２月ま

でに議会に言わなければ、チェックのしよう

がないと思うのです。 

 その段階で、ストックマネジメント計画と
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業務計画は同時に概要の数字が出なければ、

令和５年度から始まる期首の数字、そして、

それ以降の投資金額が出ないと思うのです。

それによっては、今の水道事業の賦課金、町

民の税金などはどうなるのか、その辺の段取

りはどのようにうまくいくのか。 

 また、このストックマネジメント計画と業

務計画の中で、さらなる投資金額が莫大にあ

るのかどうか、目に見えているものがあるの

かどうか、それが分かればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 松浦議員は、今、３

本をまとめて聞いているのですね。 

○１３番（松浦和浩君） そうでないと質問

しにくいのです。 

○議長（大原 昇君） 別々だと思うのです

が、答弁できますか。 

 建設主幹。 

○建設主幹（御田順司君） 今、松浦議員か

ら、ストックマネジメント計画、下水道事業

計画の変更のお話がありました。前段にその

実施内容と積算内訳について御質問がありま

して、さらに、法適用化に絡んで委託先等が

どうなるのだということもありましたので、

説明をさせていただきます。 

 ストックマネジメント計画について、回答

書がありますので、説明をさせていただきま

す。 

 終末処理場の老朽化した中央監視設備と汚

泥処理設備を更新するために必要な更新計画

を策定する業務となっております。 

 中央監視設備は、終末処理場の運転操作及

び監視を行うとともに、機器の運転状況や故

障状況を把握し、迅速な対応を行うためのも

のであり、運転操作履歴などの日報、月報と

して記録し、今後の運転操作や管理の基礎資

料としているところです。 

 設備につきましては、平成１２年に設置し、

今年で２１年が経過しようとしており、経年

劣化による不具合が生じ、部品調達や修繕が

難しい状況となっていることから、健全度を

調査、判定し、更新計画を策定するものです。 

 また、汚水処理設備でありますけれども、

流入下水の処理過程で発生する汚泥処理に必

要な設備で、濃縮、消化、脱水に係る機械等

は最大で設置後４３年を経過しようとしてお

り、経年劣化による不具合の発生頻度が高ま

っていることから、健全度を調査、判定し、

更新計画を策定するものであります。 

 積算内訳ですが、北海道土木工事積算基準

（下水道編）に基づき、１業務で積算してお

り、按分しますと、中央監視設備分が２６０

万円、汚泥処理設備分が９４０万円となって

おります。 

 対象施設としましては、中央監視設備がシ

ーケンサー盤、中央端子盤、ＣＲＴ監視盤、

ロガー装置、伝送装置、監視カメラ、監視モ

ニターなどとなっております。 

 また、汚泥処理設備につきましては、濃縮

汚泥かき寄せ機、濃縮汚泥ポンプ、ガスタン

ク、ガス攪拌機、脱硫器、汚泥脱水機、汚泥

供給ポンプ、スクリューコンベアなどとなっ

ているところであります。 

 続きまして、事業計画変更の実施内容、積

算内訳についてでございます。 

 下水道法第４条に基づく事業計画の変更業

務委託となります。 

 現計画の事業期間が令和３年度末、令和４

年３月３１日までとなっていることから、変

更計画を策定するものであり、事業期間を令

和４年度から令和８年度までの５年間とし、

人口の推移や汚水量の実績を基に施設規模を

精査するとともに、施設更新計画や修繕計画、

財政試算等を検討し、変更事業計画を策定い

たします。 

 積算内訳ですが、北海道土木工事積算基準

（下水道編）に基づき、１業務で積算してお

り、１,１００万円となっております。 

 委託業務を一本化でできるのかという話も

ありましたけれども、法適用化に係る部分と

事業計画、ストックマネジメント策定では、

業務の内容が違いまして、受ける業者等も変

わってくると思いますので、一本化での発注

はできないだろうと考えております。 

 また、ストックマネジメントの部分と事業
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計画策定の部分については、業務全体の計画

の部分とストックマネジメントにつきまして

は、現地での調査、判定的な業務ということ

で、異なる業務と考えていますので、別々の

発注になろうかと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） この回答を見ると、

事業計画変更業務委託料が早急に計画書をあ

げます、財政試算を検討していると書いてあ

ります。これが令和３年度中です。ストック

マネジメントについては、書いてあるとおり、

終末処理の汚泥の関係と分かれた計画であ

り、これは過大な投資があるのかどうかとい

うことには回答されていません。 

 また、最初に公営企業法の業務委託で会計

基準の中で、先ほど数人の議員から、今後使

用料はどうなるのか、経営状態はどうなのか

と言っても、これをやる前に業務計画、スト

ックマネジメントの投資資金が決まらなけれ

ば、この概要が分からないと思います。 

 この三つをばらばらの会社でやるとなった

ときに、今後の長期計画、下水処理場の５年、

１０年、２０年の計画が明確に出るのは、ど

の段階でどのように考えるのか、この三つを

合算して行う業務の取りまとめはいつ頃にな

るのですか。 

 それから、先ほど言ったように、今後、経

年劣化した部分の再投資について、今、分か

っている概略の数字は出るのか、出ないのか、

先ほど質問したとおりですけれども、お願い

します。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（御田順司君） ただいまの御質

問でございます。 

 事業計画の変更の中で、回答書にも記して

いますけれども、財政試算をするということ

でございますが、詳細な調査、実施設計等が

できているわけではございませんので、概略

での事業計画の中で試算して事業費を抑える

と。それについては、過去から継続している

部分や将来的に見通せる部分を既に持ってお

りますし、そこを新たに精査する形で、事業

費等も試算する形になろうかと思います。 

 今回予算計上させていただいているストッ

クマネジメント計画につきましても、大本の

ストックマネジメント基本計画を平成２９年

に作成しておりまして、その中では、年次的

に何を更新していかなければならないだろう

という経過年数等による選択は終わっており

まして、今回計上している予算につきまして

は、直近で必要な個別のストックマネジメン

ト計画となっています。 

 今年度の事業費の中でも、終末処理場の受

変電設備の更新工事ということで予算を計上

させていただいておりますけれども、受変電

設備終了後、中央監視設備に移行すべく、今

回、ストックマネジメント計画を策定すると

いうことです。なおかつ、中央監視設備とラ

ップするような形で、汚泥処理設備の劣化も

激しいということで、次はそれに移行すべく、

併せてストックマネジメント計画を策定する

ということでございます。 

 先ほど、法適用化のところで、今後、過大

な投資等があるのだろうかというお話があり

ましたが、今の中央監視設備や汚泥処理設備、

耐震化等のこともございまして、それらにつ

いては、大枠の概算でどれぐらいかかってい

くという試算をしておりますので、それらを

反映させた試算をしていくことになろうかと

思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 大体の流れが理解

できました。先ほど、ほかの議員も言いまし

たように、住民の方々にとって安全で快適な

下水道ということですが、使用料が今以上に

上がるのか。上がらないようにするためには

経営改善が必要で、経営改善ができなければ

繰入金が増えてしまい、それは町民の税金と

いうことですから、この辺の数字の解明と貸

借対照表の作成時期が令和４年１２月ぐらい

までに全て整うのか。その段階で、料金は動

かない、繰入金が増えてくる、もしくは経営
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改善でもっとよくなるのか。 

 これをどのタイミングというより、どの時

期までに議会や町民へ説明ができるのか、僕

は令和４年１２月ぐらいかと思うのですが、

その辺の日程調整なり説明の計画をどのよう

に考えているか、最後にお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 松浦議員の

御質問にお答えいたします。 

 令和３年度から業務の委託を行いまして、

令和４年度までの２か年で進めていくという

ことを現在は考えております。 

 議員がおっしゃるとおり、令和５年度の予

算も含めて関係してくるものでありますので、

それに全力を尽くして努力してまいりたいと

考えております。 

 時期につきましても、当然、予算期があり

ますので、それも含めて工期の設定などを今

後詰めていきたいと考えております。 

 御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） ４４２ページ、公共

下水道費、維持管理費の中の手数料が増えた

分について、御説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（以頭隆志君） 伊藤議員の

御質問に御答弁をいたします。 

 手数料の大幅な増額の理由についてでござ

いますが、令和２年度の手数料として３００

万４,０００円、委託料として、重金属等水質

分析委託料１３０万円、産業廃棄物処理委託

料１,３５８万５,０００円で、令和２年度の

合計額として１,７８８万９,０００円を予算

化しておりました。 

 業務内容から手数料での予算作成が適当で

あるということで、令和３年度に予算の組替

えをしたことから、令和３年度は手数料とし

て２５３万６,０００円、重金属等水質分析手

数料９２万円、産業廃棄物処理手数料１,３０

９万円を計上しており、令和３年度の合計で

１,６５４万６,０００円となっており、委託

先の見直し、また処理数量の調整などにより

まして、令和２年度と３年度を比較いたしま

して、１３４万３,０００円の減額となってご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３３

号の質疑を終わります。 

 議案第３４号令和３年度美幌町個別排水処

理特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第３４号の質疑を終わります。 

 議案第３５号令和３年度美幌町水道事業会

計予算について、歳入歳出一括して質疑を許

します。 

 ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） ４９６ページ、配水

及び給水費、田中配水池内清掃委託料６７１

万円について、具体的な内容及び積算根拠の

御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（石山隆信君） 馬場議員の質問

について説明させていただきます。 

 田中配水池内清掃委託料６７１万円の具体

的な内容及び積算根拠についてでございます。 

 内容についてでございますが、場所は、田

中、美幌駐屯地前にあります田中配水池で、

配水池ナンバー１と配水池ナンバー２の２池

についてでございます。 

 委託の内容については、配水池内に水中ロ

ボットを投入し、遠隔操作により、池内部の

点検及び清掃を行うものでございます。外か

ら見えない配水池の内部は、時間の経過とと

もに沈殿物がたまってしまうため、定期的な

清掃作業が必要と考えております。 

 目的としては、水質の安全、安定確保のた

めに行います。 

 前回の配水池の清掃は、平成１７年に清掃

した実績があり、１５年が経過しております。 

 次に、積算根拠についてでございます。 
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 積算根拠については、見積りによるもので

ございます。内容については、水中ロボット

の点検工、清掃工及び調査・記録、交通費及

び宿泊費、諸経費から成る見積単価となって

おります。 

 対象面積につきましては、１,１６０平米で

あります。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 今の説明の中で、田

中配水池は１５年前に清掃されたということ

で、今後においても１５年に１回でいいのか

どうか、水質の安全、安定確保のために行う

のであれば、その状況に応じてやることはで

きないのか、その点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（石山隆信君） 今の御質問でご

ざいます。 

 水道法の一部が改正され、適切な資産管理

の推進として、水道事業等に点検を含む施設

の維持、修繕を行うことを義務づけることと

されました。 

 具体的な内容については、国からガイドラ

インが示され、コンクリート構造物について

は、おおむね５年に１回以上の頻度で点検を

行うこととされましたが、そこには、清掃に

関しては明記されておりません。 

 平成１７年度以降の点検及び清掃が１５年

に１回でよいかという質問でございますが、

近隣の状況も含めて聞き取りを行っておりま

す。その他、１年に１回、目視によって点検

孔から中の確認を行っております。 

 そういう状況から、１５年に１回の清掃で

本当によいかどうかについては、今後、１５

年後の付近で沈殿物の状況を確認しながら決

めていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 今の点については分

かりました。 

 次に、４９８ページ、業務費、異常水量調

査委託料３万３,０００円について、具体的な

内容及び積算根拠について御説明をお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（石山隆信君） 馬場議員の質問

について説明させていただきます。 

 異常水量調査委託料３万３,０００円の具

体的な内容及び積算根拠についてでございま

す。 

 まず、具体的な内容については、水道メー

ターの検針は２か月に１回、検針員が行って

おり、検針時に漏水等の異常を発見した場合

には、検針員が水道担当職員に連絡し、漏水

調査、異常水量の確認を行っております。 

 また、検針後、エラーリスト一覧を作成し

ており、異常を発見した場合については、担

当職員がお客様と直接連絡を取り、漏水調査

を行っております。 

 異常水量調査委託については、美幌管工事

業協同組合と契約し、担当職員が対応できな

い場合、例えば、漏水の原因が不明であると

か、土曜・日曜しか対応できない、会えない

方とか、メーター器の不感といった場合に調

査を委託するものでございます。 

 次に、積算根拠でございます。 

 人件費、諸経費、交通費から構成されてお

ります。１件当たり３,２７８円で１０件を見

込んでおり、３万３,０００円を予算計上して

おります。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 今御説明の委託内容

については理解いたしました。 

 そこで、今、主幹から説明があった水道メ

ーターの検針については、市街地においては、

２か月に１回検針しているという御説明です

けれども、その間、漏水していれば、多量の

漏水になり、水道料金も多額になると思いま

す。異常水量等の水道料金の一部減額はある

ものの、下水道料金にも反映されますので、
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多額の負担になります。 

 ですから、２か月に１回のメーターの検針

ではなくて、できる限り早くできる方法がな

いのか、異常があった場合の早めの対応がで

きないか、お伺いします。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（石山隆信君） 今の御質問でご

ざいます。 

 現在は、異常水量を発見した場合の対応に

ついては、先ほど説明した流れしかないのが

現状であります。 

 近年、スマートメーターの実証実験を始め

ている市町村が増え始めています。スマート

メーターは、誤検針がなくなることや、異常

水量の早期発見に期待が持てるとされており

ます。 

 美幌町水道事業においても、今年から電波

状況の確認などスマートメーターの検討を始

めていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３５

号の質疑を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１１時といたします。 

午前１０時４９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 議案第３６号令和３年度美幌町病院事業会

計予算について、歳入歳出一括して質疑を許

します。 

 １１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） 入院収益のとこ

ろの９億８１０万７,０００円、地域包括ケア

病床の令和２年度の入院患者数及び入院収益

についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

岡本議員からの質問にお答えいたします。 

 地域包括ケア病床につきましては、令和２

年５月に施設基準の届出を行いまして、令和

２年５月１日から病床数８床で正式運用を開

始しているところであります。 

 令和２年５月１日から令和３年２月末まで

の１０か月間の実績につきましては、延べ入

院患者数１,７０８人、入院収益５,５６７万

７,０００円となっているところであります。 

 以上、説明させていただきました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） ４月からではな

くて５月からということですけれども、地域

包括ケア病床に取り組んだことで、この結果

を病院側ではどのように分析しているのでし

ょうか。 

 また、その８床というのは、今の国保病院

の体制の中で最大で８床なのか、それとも、

今後１０床にしていきたいという希望がある

のか、その辺のところをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 地域包括ケア病床の導入につきましては、

一般の病床に比べて比較的長く入院すること

ができるという患者様のメリットと、病院側

としては収益増というメリットがございまし

て、導入を開始したところであります。 

 病院としてどのように分析しているかにつ

いてでありますけれども、入院される患者様

の入院日数は長くなっておりますし、収益に

つきましても、一般の出来高の計算に比べま

すとパーセンテージは上がっておりますので、

病院側もしくは患者様にとってのメリットは

あったというふうに分析しているところでご

ざいます。 

 ８床についての今後の考え方になりますけ

れども、当面、部屋の数等の関係もありまし

て８床でスタートしておりますが、今後、こ

の病床をどのように生かしていけるかによっ
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てはさらに拡大する可能性もありますので、

今、病棟と打合せをしながら検討している最

中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） 医療体制が変わ

ってから、長く病院にいられないとか、行き

先のことで悩んでいる入院患者のことを考え

ますと、長くいられるということと、それか

ら、病院側にとっても収益にもなるというこ

とで、大変いいことだと思っています。 

 今後、８床だけではなく、考えていきたい

ということですので、期待をしたいところで

す。 

 例えば、もうあまり長くないと言われてい

る方が美幌に帰ってきて最期を迎えるような、

患者にもよりけりですけれども、痛い痛いと

言っている終末期ではなく、穏やかな死を迎

える終末期の方もいらっしゃいます。もう治

療はあまりしないと。そういう方が町内に帰

って最期を迎えられるような形が少しでも取

れれば、ここが増えることによって、そこに

何床かでも余裕ができればいいなと感じてい

ます。今後、期待したいところです。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 地域包括ケア

病床の運用につきましては、在宅復帰率とい

う数字がございまして、必ず在宅に帰ってい

ただくという一定の基準がなければ必要な診

療報酬は得られないというシステムになって

いるものですから、お亡くなりになるという

ケースでの病床の利用は極力控えているとこ

ろでございます。 

 ただ、そういった患者様につきましては、

一般病床の中で対応していきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ５２８ページの臨

時医師報酬８,６９２万９,０００円の種別と

内容について御説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

上杉議員からの質問にお答えいたします。 

 臨時医師報酬の種別と内訳についてです

が、週末及び年末年始等の日当直の支援とし

まして２,３５２万８,０００円を、旭川医科

大学からの眼科の出張医師として３,１０４万

円を、泌尿器科の医師として１,８６０万円

を、内科、外来診療、内視鏡等に携わってい

ただきます医師として５８８万円を、乳幼児

健診等に携わっていただきます小児科医師と

して１１７万円を、手術の際の麻酔科の医師

として６７１万１,０００円を合計しまして

８,６９２万９,０００円となっております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 説明の中で、週末

及び年末年始等の日当直の支援ということで

すが、主にどこの大学から派遣を受けてやっ

ているのか、派遣元について御説明いただき

たいと思います。 

 それから、麻酔科医師について、この予算

で年間何回ぐらいを予定しているのかという

ことと、麻酔科医師の確保は、町内の医師だ

けなのか、町外の医師にもお願いしているの

か、その辺の状況を御説明いただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの御

質問にお答え申し上げます。 

 週末及び年末年始の日当直は、札幌医科大

学、北海道大学病院、埼玉医科大学の三つの

大学医局になってございます。 

 麻酔科医師の必要な日数ですけれども、予

算的には４９日分ということで、毎週金曜日

に来ていただいておりまして、麻酔科医師は

全て町外からの派遣で来ていただいていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の５３０ペー

ジ、医業費用、材料費、給食材料費１０万円

につきまして御質問させていただきます。 

 地元食材を使用して入院食４回分を提供す
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る事業ということですが、これを実施するに

至った経緯について御説明いただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） 戸澤議員か

らの御質問にお答えいたします。 

 地元食材を使用して入院食を提供する事業

に至った経過でございますけれども、入院患

者様に提供する食事につきましては、治療の

一環といたしまして、栄養管理の下、病態に

合わせて提供しているところでございます。 

 一方で、病院食を楽しみにしている患者様

も多くいらっしゃるということがありまして、

こうした中、地元には新鮮で栄養価の高い食

材がある、安心・安全に加えて、おいしい食

事で、しっかりと栄養を取ってもらうことが

治療にプラスになるという医師からの提案が

ありまして、地元食材のおいしさにこだわっ

た食事を旬な時期に提供し、入院患者様に喜

んでいただき、治癒力向上につなげたいとい

うことから取り組むことに至ったものであり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） ５３０ページの

今と同じところですけれども、地元食材を使

用して入院食を提供するということですけれ

ども、その内容を詳細に教えてください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） 岡本議員の

御質問にお答えいたします。 

 地元食材の４回分の内容でございますけれ

ども、各季節ごとに１食分、地元食材を使用

した１品を提供することを考えておりまして、

食材の内容の予定としましては、大体１回１

食６０人程度で、それぞれ１品増やすことを

考えておりまして、１品当たり２万５,０００

円を考えていることから、今回１０万円とな

っております。 

 内容として考えているのは、現在のところ、

春の季節には地元産のアスパラガスを使用し

た１品を、夏におきましては、豚しょうゆを

使用した丼を、秋の季節につきましては、地

元産の豆を使用した１品を、それから冬季に

おきましては、地元産の小麦を使用した麺類

の提供を考えているところであります。 

 以上説明いたしました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） 内容は分かりま

した。 

 給食部門は委託しておりますので、これを

きっかけとして、病院食を楽しみにしている

ということは私も非常に分かります。それで

元気が出ますし、何日か前から楽しみにして

いるとか、患者同士で話したりしています。

それは入院患者にとっても非常にうれしいこ

とだと思いますので、これをきっかけに、予

算はありますでしょうけれども、委託業者と

話して、もっと増やしていただく形を取って

いただければと思います。夏は特に、新鮮な

野菜がたくさんできますので、これをきっか

けに、もっと広がることを望みます。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えいたし

ます。 

 初めての取組ということで、少額な取組に

なりますが、町外から来ていただいている医

師から地域の食材はすばらしいものがあると

いう御提案がありましたので、それを生かし

ながら、今後もさらにできるかどうか、検討

してまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん 

○１２番（上杉晃央君） ５３２ページのそ

の他施設器具等修繕料３,１６６万９,０００

円の修繕内容と金額について御説明くださ

い。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

上杉議員からの質問にお答えいたします。 

 その他施設器具等修繕の内訳でございます

けれども、令和３年度に予定しているものに
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つきましては、自動ドアの修繕に３０万円を、

ボイラーの修繕に３０万円を、給排水設備の

修繕に１０万円を、衛生設備の修繕に３０万

円を、電気設備の修繕に１０万円を、厨房設

備の修繕に１０万円を、院外酸素等天つりの

アウトレットホースの交換に５０万６,０００

円を、食堂にあるプレハブの冷凍庫の修繕と

いうことで、これは冷凍庫の室外機、室内機

の交換になりますが、これに１４３万円を、

医療ガス装置の修繕に１０万円を、検査シス

テムバッテリーの交換に５万５,０００円を、

受変電設備改修として５８９万４,０００円

を、それから、屋上防水塗装補修ということ

で、これは令和２年度に３階部分を行ってお

りますが、今回につきましては、残りの１階

の屋上部分１,３４６.４平米と２階の屋上部

分６５０.６平米の合計１,９９７平米分につ

いて防水塗装を行うものでございまして、こ

の部分に２,１８８万４,０００円を、それか

ら、手術室・院内ＰＨＳアンテナの増設に３

０万円を、その他小破修繕として１０万円を、

また、今回、公用車の車検等の整備がありま

すので、その部分で２０万円を、これらを合

計しまして３,１６６万９,０００円となって

おります。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 内容は分かりまし

た。 

 そこで、屋上防水塗装は昨年度予算で３階

をやって、今年で終わると思うのですが、病

院改築後、どれぐらいの周期でまた実施する

のか、今回補修をして大体どれぐらいもつの

か。 

 もう１点は、受変電設備改修というのは、

改築後初めてなのか、複数回あったのか、そ

の辺について御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 上杉議員の御

質問にお答えいたします。 

 屋上防水塗装補修は、保証期間は１０年と

言われておりまして、今回実施しているとこ

ろでございます。 

 受変電設備につきましては、改築後初めて

の改修となっております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書５３２ページ

になります。 

 医業費用、経費の手数料、医師・薬剤師紹

介手数料２,３９５万８,０００円について、

積算根拠と医師等確保の可能性について、御

説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） 戸澤議員か

らの質問にお答えいたします。 

 医師等の紹介手数料の部分でございますけ

れども、必要な医療人材の確保につきまして

は、人材紹介会社の活用が主流となっている

ところでございます。 

 当院におきましても、全国に人材を求めま

して、全国に無数に存在する紹介会社と情報

交換を行っているところであります。 

 なお、紹介手数料につきましては、成功報

酬型の契約を行っておりまして、採用が決定

し、入職したとともに支払いが発生している

ところであります。 

 予算の内訳でございますけれども、常勤医

師につきましては、３名分を予定しておりま

して、想定年収の２５％で計算させていただ

いています。想定年収２,６３９万円の２５％

に消費税を加えた額の２,１７７万２,０００

円を予定しております。 

 また、非常勤医師といたしましては、１名

を予定しておりますけれども、月額２０万３,

０００円の報酬に対しまして２０％の手数料、

それに１０％の消費税を加えたものを１２回

で５３万６,０００円を、薬剤師につきまして

は、１名を予定しておりまして、想定年収６

００万円に対しまして、２５％の手数料に消

費税を加えた１６５万円を予定しているとこ

ろでございます。 

 医師等の確保の可能性でございますけれど

も、今回、新型コロナウイルスの影響等もあ

りまして、医師の動きが非常に鈍くなってい
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る状況でありまして、現在のところ、確保の

見通しが立っていない状況ではありますけれ

ども、早期採用はもとより、数か月先、１年

先の採用を視野に入れて取り組んでいるとこ

ろでありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 全国に無数に存在す

る紹介会社と情報交換を行っているというこ

とで、現在、何社登録しているのか分かりま

せんけれども、何社と情報交換を行っている

のか、また、全国と言いつつ、方面的に大阪

近辺とか九州近辺とかいろいろあると思うの

ですけれども、地域別に何社とやっているか

を教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの質

問にお答えいたします。 

 主要な紹介会社につきましては、道内１か

所、道外１か所ということでやっているとこ

ろです。そのほかにも無数の紹介会社があり

まして、私どもの募集記事を見ている紹介会

社から毎日のようにお問合せがあります。情

報交換をさせていただいている会社は５社か

ら７社ぐらいかと思っております。 

 冒頭に申し上げましたけれども、道内の主

要なところは１か所と、道外には東京や大阪

と全国の紹介会社がありますので、道内、道

外を含めて情報交換をさせていただいている

ところです。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） 今のところです

が、何科の医師招聘を検討しているのか、お

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） 岡本議員の

質問にお答えいたします。 

 現在招聘している科目につきましては、外

科の医師と総合診療科の医師、循環器内科の

医師ということで、３科の医師の招聘を考え

ているところです。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） いいお医者さん

がいれば、外科なら２人とか、そういうこと

も考えているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えいたし

ます。 

 今の体制で申し上げますと、外科の先生を

２人というのはなかなか厳しいと考えており

ます。 

 招聘に当たりましては、例えば、総合診療

科の先生が、もともと外科の出身で外科の診

療をしていたけれども、現在は内科系の診療

をしているとか、診療科を限定しております

が、紹介いただく先生の経歴などを確認しな

がら、柔軟に対応できるように考えて取り組

んでいるところでございます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 私も、同じ紹介手

数料についてですが、薬剤師の想定年収が６

００万円で、１６５万円の予算ということで

すけれども、この表の中の令和２年度の２４

０万円近い手数料は、想定年収が高い方を採

用したためにこうなったという理解でよろし

いのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議員のおっし

ゃるとおりでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子さ

ん。 

○１１番（岡本美代子君） ５３４ページ、

病院事業費用、医業費用、研究研修費、謝金

１６８万円の積算根拠及び令和２年度の実績

についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

岡本議員の御質問にお答えいたします。 

 謝金の内訳でございますけれども、３点ほ

ど積算根拠を持っておりまして、まず１点目

は、手術介助の謝礼金としまして、高度な手

術を実施する際に支援いただく医師への謝礼
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を考えております。これにつきましては、年

に４回、１回当たり５万５,０００円というこ

とで２２万円を、講師の謝礼金ということで、

院内の研修会などの講師に迎えた先生方への

謝礼金という形で、これにつきましては、年

に３回、１回当たり１０万円で３０万円を、

外部医師指導・情報交換謝礼金ということで、

医師招聘のための病院の見学とか情報交換な

どのために使う旅費としまして、１回当たり

２９万円で４回を見込んでおりまして１１６

万円を、以上を合わせまして１６８万円を見

ているところであります。 

 それから、令和２年度の実績でございます

けれども、令和２年度につきましては、現在

のところ、外部医師等の指導・情報交換のた

めの謝金ということで、５件、２１万５,２３

０円を支出しているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） ５４０ページ、有形

固定資産購入費、診療用医療備品等の購入費

として４,６２０万４,０００円、この具体的

な根拠をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

伊藤議員の質問にお答えいたします。 

 令和３年度に予定している診療用医療備品

の内訳でございますけれども、電動低床ベッ

ド、これは病棟用に７台と透析用に１台を考

えておりますけれども、合計８台で３９０万

３,０００円を、臨床化学分析装置、これは検

査装置になりますが、一式で９９０万円を、

物品の在庫管理システムにつきましては、１

台１３１万５,０００円を、骨密度測定のため

のアプリケーションとそれに附帯するもの一

式で４８４万円を、医用画像保管装置という

ことで、これはシステムの更新になりますけ

れども、レントゲンなどの画像を保管する装

置で１,７６０万円を、汎用の人工呼吸器につ

きましては、１台４１８万円を、手持ちの眼

圧計につきましては、１台１１３万３,０００

円を、干渉電極型低周波治療器、これはリハ

ビリになりますけれども、一式で９０万２,０

００円を、電子カルテのクライアントシステ

ムの台数の追加ということで２台分を見てお

りまして、この部分で９４万６,０００円を、

病歴管理システム、これは更新になりますけ

れども、一式で１４８万５,０００円を、以上

を合わせまして４,６２０万４,０００円を予

定しているところであります。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君） 先ほどの主幹の説明

の中にもありましたけれども、今回導入する

備品の中で、新規なのか、入替えなのか、分

かる範囲でお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（菅 敏郎君） ただいまの

質問にお答えいたしますけれども、まず、電

動低床ベッドにつきましては更新になります。

それから、臨床化学分析装置も、現在ある装

置の更新となります。 

 新規になるものは、電子カルテのクライア

ントシステムの追加の部分だけで、それ以外

につきましては全て更新という扱いになりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第３６

号の質疑を終わります。 

 会派等審議のため、暫時休憩をします。 

 再開は、おおむね１４時３０分をめどとい

たしますけれども、状況に応じて再開いたし

ますので、御了承のほどをお願いいたします。 

 会派の皆様には、速やかに、短縮していた

だけるような努力をお願いいたします。 

午前１１時３１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 議案第１３号美幌町議会議員及び美幌町長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する
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条例の制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１４号美幌町基金条例の一部を改正

する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１５号美幌町介護保険条例の一部を

改正する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１６号美幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１７号美幌町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１８号美幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第１９号美幌町指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２０号美幌町労働会館条例の一部を

改正する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２１号美幌町消費生活センター設置

条例の一部を改正する条例制定についてを採
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決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２２号美幌町地域振興センター条例

を廃止する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２３号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２４号指定管理者の指定についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２５号指定管理者の指定についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２６号指定管理者の指定についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２７号指定管理者の指定についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２８号指定管理者の指定についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第２９号令和３年度美幌町一般会計予

算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３０号令和３年度美幌町国民健康保

険特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の
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方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３１号令和３年度美幌町後期高齢者

医療特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３２号令和３年度美幌町介護保険特

別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３３号令和３年度美幌町公共下水道

特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３４号令和３年度美幌町個別排水処

理特別会計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３５号令和３年度美幌町水道事業会

計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第３６号令和３年度美幌町病院事業会

計予算についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１４時４５分といたします。 

午後 ２時４２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

─────────────────── 

◎議会運営委員長報告 

○議長（大原 昇君） 先ほど、議会運営委

員会を開きましたので、委員長からその結果

について報告を求めます。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 先ほど、議会運営

委員会を開催いたしましたので、その内容と

結果について報告いたします。 

 町長から、追加議案として、議案第３７号

令和２年度一般会計補正予算（第１４号）に

ついて、議案第３８号令和３年度美幌町一般

会計補正予算（第１号）についてが提出され

ましたので、本日、第１５日目の意見書案第

１号高レベル放射性廃棄物の最終処分場にし

ないことを求める意見書についての前に追加

し、審議することに決定いたしました。 

 議員各位及び説明員の御理解と御協力をお
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願いして、議会運営委員会委員長としての報

告といたします。 

─────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、この後、日程第３ 意見書

案第１号高レベル放射性廃棄物の最終処分場

にしないことを求める意見書についての前に、

議案第３７号令和２年度美幌町一般会計補正

予算（第１４号）について及び議案第３８号

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第１

号）についてを議事日程に追加し、それぞれ

追加日程第１及び追加日程第２としたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第１４号）について及

び議案第３８号令和３年度美幌町一般会計補

正予算（第１号）についてをそれぞれ追加日

程第１及び追加日程第２とし、議題とするこ

とに決定いたしました。 

─────────────────── 

◎追加提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、提出され

ました追加議案について概要説明をしたいと

の申出がありますので、発言を許します。 

 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本定例会に

追加して御提案いたします議案につきまして、

御説明を申し上げます。 

 議案第３７号令和２年度美幌町一般会計補

正予算（第１４号）については、地域振興セ

ンター及び役場分庁舎の解体除却工事費につ

いて、国庫補助金の追加要望が認められる見

込みとなったことから、１,７８７万円の増額

補正を行おうとするものであります。 

 議案第３８号令和３年度美幌町一般会計補

正予算（第１号）については、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

した事業として８,４０３万５,０００円を、

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る

関連経費として２,３７７万８,０００円の増

額補正を行おうとするものであります。 

 なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明申し上げますので、御審議の上、原

案に御協賛賜りますようお願い申し上げまし

て、追加する議案の概要説明といたします。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

─────────────────── 

◎追加日程第１ 議案第３７号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 議案

第３７号令和２年度美幌町一般会計補正予算

（第１４号）についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 追加議案書の３

ページになります。 

 議案第３７号令和２年度美幌町一般会計補

正予算（第１４号）について御説明を申し上

げます。 

 令和２年度美幌町の一般会計補正予算（第

１４号）は、次に定めるところによる。 

 今回の補正につきましては、公共施設の解

体除却工事につきまして、国の補助金を活用

できる見通しとなりましたので、令和２年度

予算に所要額を追加しようとするものでござ

います。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１,７８７万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１７５億２,１９５

万９,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書によ

り御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、１２、１

３ページをお開き願います。 

 ２款総務費、１項、４目財産管理費、３、

町有財産管理事業費の増、工事請負費１,７８

７万円につきましては、用途廃止を予定して

ございます公共施設について、敷地を有効活

用すべく、速やかに施設を解体し、除却する

ための予算計上になります。 
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 地域振興センター解体除却工事につきまし

ては、本年９月３０日をもって閉鎖する地域

振興センターを解体除却し、跡地を東陽保育

園の駐車場として利用するものでございます。 

 用途廃止の時期が１０月以降となることか

ら、令和３年度の補正予算に解体除却費用を

計上する予定でありましたが、財源を見込ん

でおりました国庫補助金につきまして、令和

３年度の全国の要望額が増大しており、補助

金の交付を見込めない状況にあることが明ら

かになったところでございます。 

 一方で、令和２年度の全国の要望額に余裕

があり、追加交付を受け付ける旨の連絡がご

ざいましたので、補正予算を追加の上、予算

を令和３年度に繰り越し、１０月以降に施設

の解体除却を行おうとするものであります。 

 地域振興センターは、鉄骨造平屋建て、延

べ床面積は４８６平方メートル、昭和５９年

の建築から３６年を経過した建物でありまし

て、工期は９０日間を見込んでございます。 

 その下の役場分庁舎解体除却工事につきま

しては、役場新庁舎の北側に整備を予定して

おります防災資機材備蓄倉庫の建設予定地で

あり、国庫補助金を活用して施設を解体除却

するものでございます。 

 昭和３４年の建築から６１年を経過した建

物であり、鉄筋コンクリート造の２階建て、

延べ床面積は６９.４１平方メートル、工期は

７５日間を見込んでございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、

１０ページ、１１ページにお戻り願います。 

 １６款国庫支出金、２項、１目総務費国庫

補助金７０８万２，０００円につきましては、

地域振興センター及び役場分庁舎の解体除却

工事に国の空き家対策総合支援事業補助金を

活用するもので、補助率は５分の２でござい

ます。 

 ２０款繰入金、１項、１目財政調整基金繰

入金１,０７８万８,０００円は、今回の補正

予算の財源といたしまして、財政調整基金か

らの繰入れを行うものでございます。 

 なお、追加議案参考資料の１ページ、資料

１に基金の年度末予定残高を掲載しておりま

すので、御確認をいただければと思います。 

 以上、議案第３７号について御説明を申し

上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これから、議案第３７号令和２年度美幌町

一般会計補正予算（第１４号）についてを採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

─────────────────── 

◎追加日程第２ 議案第３８号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議案

第３８号令和３年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 追加議案書の１

５ページになります。 

 議案第３８号令和３年度美幌町一般会計補

正予算（第１号）につきまして御説明を申し

上げます。 

 令和３年度美幌町の一般会計補正予算（第

１号）は、次に定めるところによる。 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して実施する

事業及びワクチン接種事業に係る経費につき

まして、その所要額を予算計上するものでご

ざいます。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億７８１万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１２

億６,１８５万１,０００円とする。 
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 第２項につきましては、事項別明細書によ

り御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、２４、２

５ページをお開き願います。 

 ２款総務費、１項、６目辺地対策費、１、

生活バス路線等維持事業費の増、補助金、新

型コロナウイルス対策タクシー運行継続支援

事業補助金２０８万円につきましては、外出

自粛の影響により、特に夜間の利用が減少し

ているタクシー事業者に対し、運行の継続を

支援するための補助金であります。 

 感染防止対策に要する経費として、車両１

台につき２万円を、２６台分の５２万円を事

業者に交付いたします。 

 また、歩合給のため、特に夜間において勤

務する運転手の賃金が大きく減少しているこ

とから、夜間勤務の運転手には１０万円を、

日勤及びパートの運転手には２万円を、それ

ぞれ事業者を経由して支給いたします。 

 次に、８目住民活動推進費、１、住民活動

推進事業費の増、３５１万円につきましては、

自治会活動の拠点となる地域集会室を、安心

感を持って利用いただけるよう、感染予防対

策として空気清浄機を設置するための予算計

上でございます。 

 機械器具２２７万５,０００円は、町が所有

する集会室２１施設に設置する空気清浄機３

５台の購入費用になります。床面積と部屋数

に応じ、各施設に１台から４台を設置いたし

ます。 

 次の補助金、地域集会施設感染予防対策事

業補助金１２３万５,０００円は、自治会が所

有する集会室１９施設の備品整備に関する補

助で、補助率は１０分の１０、６万５,０００

円を上限に、空気清浄機１９台を購入するた

めの補助金になります。 

 中段の３款民生費、２項、１目児童福祉総

務費、４、子育て支援センター運営事業費の

増、修繕料１９２万５,０００円につきまして

は、子育て支援センターの一時預かりルーム、

プレイルーム等の床材をタイルカーペットや

畳から長尺シートに張り替えるための修繕経

費であります。 

 施設を利用される親子、乳幼児について、

飛沫感染のリスクの低減を図るため、職員は

こまめな除菌に努めてございますが、作業の

しやすい床材へと変更し、感染予防対策を徹

底してまいります。 

 次に、４款衛生費、１項、２目予防費、１、

感染等予防対策事業費の増、補助金、新型コ

ロナウイルス感染症検査費用補助金７００万

円につきましては、町内の介護事業所及び障

がい福祉事業所を対象に、施設が必要と判断

した入所者、従業員に対する検査費用につい

て、１人１回につき１万円を上限に補助いた

します。 

 なお、対象となる検査につきましては、行

政検査、医療保険適用を除くＰＣＲ検査及び

抗原定量検査で、検査回数は７００回を見込

んでの予算措置となります。 

 その下の２、予防接種事業費の増、３,４２

９万８,０００円につきましては、いずれも新

型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経

費となります。 

 令和２年度３月補正予算及び令和３年度の

当初予算におきまして、ワクチン接種に関わ

る所要額を予算措置いたしましたが、美幌医

師会の御協力の下、ワクチン接種に向けた実

施体制が整ったことから、必要経費につきま

して予算計上するものでございます。 

 ２６、２７ページをお開き願います。 

 ６行目の新型コロナウイルスワクチン被接

種者送迎委託料１,０５２万円につきまして

は、７５歳以上の高齢者を対象に、ワクチン

接種時における交通費について、町が負担す

るための予算計上になります。 

 自宅から接種会場となる医療機関、または

しゃきっとプラザまでのタクシー往復運賃に

つきまして、その全額を助成いたします。 

 対象者には、ワクチン接種券を発送する際

にタクシー利用券を同封し、タクシー乗車時

において利用券を提示いただくことになりま

す。 

 本町におきましては、４月２６日の週にワ
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クチン１箱１９５本、９７５回分が納品され

る見通しでありますが、ワクチンの確保数が

少ないため、介護保険施設から接種を開始す

ることで準備を進めています。その後のワク

チンの納品時期は明らかになっておりません

が、納品時期に応じまして、高齢者の方から

順に接種券を発送し、ワクチン接種の事前予

約を受け付ける予定でございます。 

 ワクチンの接種は、個別接種と集団接種の

２方式といたします。国保病院を含め、町内

五つの医療機関で実施する個別接種と、しゃ

きっとプラザを会場に毎週日曜日に実施する

集団接種につきまして、いずれかを選択いた

だくことになります。 

 住所や氏名等が印刷されたワクチン接種券

を郵送し、通話料無料の予約専用電話か、ラ

インによる事前予約をお願いするとともに、

接種時にはワクチン接種券のほか、保険証な

ど身分を証明できるもの、予診票を持参いた

だくことになります。 

 詳細につきましては、広報紙をはじめ、町

のホームページなどでお知らせをいたします

ので、円滑なワクチン接種に向けまして、町

民皆様の御理解と御協力をよろしくお願いし

たいと存じます。 

 次に、７款商工費、１項、２目商工業振興

費、１、商工業振興推進事業費の増、補助金

の１行目、新型コロナウイルス対策事業継続

支援金２,４００万円につきましては、長期化

する新型コロナの感染拡大により、深刻な影

響が出ている事業者に対しまして、事業経営

を支援するため、支援金を給付するものでご

ざいます。 

 昨年１０月から本年３月までの６か月間の

合計売上げが前年同期間に比べて４０％以上

減少している事業者を対象といたします。 

 なお、昨年３月に新型コロナウイルスの影

響で売上げが減少している場合、昨年１０月

から本年２月までの５か月間の合計売上げを

前年同期間と比較いたします。 

 支援金の額は、従業員数に応じて３段階と

し、３人以上の場合は３０万円、２人以下の

場合は２０万円、従業員がいない場合は１０

万円をそれぞれ支援金として支給いたします。 

 対象は全ての業種とし、売上げが４０％以

上減少している事業者を１００社と見込んで

の予算計上になります。 

 次の新型コロナウイルス対策商工団体等販

売促進支援事業補助金５００万円につきまし

ては、複数の事業者で構成される団体、商店

街組織に対しまして、販売促進に必要な経費

を支援するための事業になります。 

 合同チラシの作成やスタンプラリー開催な

どの販売促進経費を対象に、補助率は３分の

２、５０万円を上限に補助するもので、１０

件の申請を見込んでおります。 

 次の新型コロナウイルス対策中小企業者感

染予防支援事業補助金３,０００万円につき

ましては、中小企業者が取り組む感染予防対

策に必要な経費の一部を支援する事業になり

ます。 

 マスクや消毒液など消耗品の購入、空気清

浄機や加湿器など備品の購入、除菌効果を期

待できる対策に対しまして、補助率は３分の

２、２万円から最大２０万円を上限に補助金

を交付いたします。 

 消耗品のみの申請を１００件、備品等の申

請を１００件、全体で２００件の申請を見込

み、３,０００万円を予算措置いたします。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、

２２、２３ページにお戻り願います。 

 １６款国庫支出金、２項、３目衛生費国庫

補助金のうち、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業費補助金の増、２,３７７万

８,０００円につきましては、ワクチン接種に

係る経費として、その全額が国から交付され

るものであります。 

 そのほかの国庫補助金につきましては、感

染防止対策及び経済対策として実施する事業

の財源といたしまして、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を充てるため

の予算措置となります。 

 なお、令和３年度において本町に交付され

る地方創生臨時交付金の交付限度額につきま
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しては、１億８,０４８万２,０００円であり

ますが、本日議決をいただきました新年度予

算に今回の追加補正予算を加えた臨時交付金

の充当額は１億５,７２２万円となります。 

 残る２,３２６万２,０００円につきまして

は、長期化する新型コロナウイルスの影響を

注視の上、町民の生活、町内の経済を支える

ために必要な事業、追加すべき対策の財源と

して活用してまいりたいと存じます。 

 ２０款繰入金、１項、１目財政調整基金繰

入金２,４７５万５,０００円につきましては、

今回の補正予算の財源といたしまして、財政

調整基金からの繰入れを行うものであります。 

 なお、追加議案参考資料の２ページ、資料

２に基金の年度末予定残高を掲載しておりま

すので、御確認をいただければと思います。 

 以上、議案第３８号につきまして御説明を

申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を行

います。 

 ５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 一つだけ伺いたいで

す。 

 議案の２７ページになります。 

 新型コロナウイルス対策事業継続支援金の

支給額の算出根拠について、説明をお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 今回の事業

継続支援金の支給額は上限３０万円でありま

すけれども、こちらにつきましては、国や道

に同様の支援事業がありますので、そちらも

加味しながら設定した金額となっております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 今、国や道の補助金

に準じたという御説明をいただきましたが、

実際に困っている、深刻な打撃を受けている

事業者に対しての支援金ということですけれ

ども、そういった人たちの声を受けて、検討

してこの金額に設定したということではなく、

同様のということでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 今回の金額

につきましては、国、道の事業分も検討して

おりますけれども、さらに商工会議所とも協

議を重ねておりまして、そちらとの協議の結

果を踏まえて、この金額に設定しております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） ２５ページの予防

接種事業費の増ですが、今回、コールセンタ

ーを通じて住民に対応していくという説明を

受けましたけれども、住民の皆さんは、テレ

ビ等を見て、ワクチンが計画どおり配布され

てこないということで、いつ自分の順番が来

るのかということは関心事だと思います。 

 資料をいただいた中で、個別接種や集団接

種の概要について、どこかの時点で早めに住

民の皆さんに周知する必要があると思うので

すけれども、町は、いつ頃に住民全体へ周知

する予定なのか、あるいは、周知する方法は

広報だけなのか、違う媒体を使ってやろうと

しているのか、その辺の御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（大場圭子君） ただいまの

周知についての御質問でありますけれども、

コールセンターにつきましては、今、詳細の

調整をしているところです。 

 実施体制について決まった点は、早めに町

民の方にお知らせできるよう、ホームページ

を通じて現段階の接種体制をお知らせしてい

く予定でおります。 

 ホームページ及び４月の広報で現段階の美

幌町の接種状況についてお知らせをして、今

週中にはコールセンターで問合せに対応がで

きるよう、現在準備を進めているところであ

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） ２３ページ、先ほど

総務部長から、交付金の総額が１億８,０４８

万２,０００円ということで、令和３年度当初
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分と今回の補正分を引いた残りが２,３２６万

２,０００円という御説明がありました。 

 ２,３２６万２,０００円については、今回

補正をしないで、今後の必要な事業に充てる

ということですけれども、今回、このほかに

事業がなかったという理解なのか、それとも、

今後、緊急性を要した場合に充当するという

理解なのか、説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上げ

ます。 

 今回、八つの事業を御提案させていただい

てございます。いずれの事業も、関係者の皆

様の声をお聞きした中で、この４月から早急

に対処すべき事案であるという認識の下に、

今、御審議をいただいているわけでございま

すが、そのほかにも何件か事業の案となるも

のはございました。 

 そちらにつきましては、全庁的な感染症の

対策本部会議を３月に開催して、本部員の中

でいろいろ意見交換をいたしまして、最終的

には、本日御提案をしている八つの事業を取

り急ぎ進めようということで意思決定をした

ところでございます。 

 ほかの事業につきましても、この後、状況

の推移を深く見極めまして、必要があれば、

いつかの時点でまた議会に御相談を差し上げ

たいと考えてございますが、なかなかコロナ

の終息が見通せないという状況であります。 

 また、本町におきましても、恐らく５月以

降になろうかと思いますが、ワクチン接種が

進んでいく中で、その時々に必要な対策、必

要となる事業、支援というものは当然出てく

るだろうと考えてございます。 

 つきましては、今回の交付金の残額でござ

います２,３２６万２,０００円はもとより、

状況によっては基金を取り崩すなど、必要な

措置を適宜適切に対応してまいりたい、その

ように考えてございますので、御理解をよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第３８号令和３年度美幌町

一般会計補正予算（第１号）についてを採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 意見書案第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 意見書案

第１号高レベル放射性廃棄物の最終処分場に

しないことを求める意見書についてを議題と

します。 

 本案は、会議規則第３９条第２項の規定に

よって、提案理由の説明を省略したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 

 したがって、提案理由の説明を省略するこ

とに決定しました。 

 これから、質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めます。 

 これから、本意見書案についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本意見書案は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。 

 ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。 

――――――――――――――――――― 
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◎日程第４ 報告第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 報告第３

号定期監査報告について。 

 お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようであります

ので、報告第３号定期監査報告については、

これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 報告第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 報告第４

号例月出納検査報告について（１１月～１月

分）。 

 お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようであります

ので、報告第４号例月出納検査報告について

（１１月～１月分）は、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 閉会中の継続調査について 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 閉会中の

継続調査についてを議題とします。 

 各委員長から、会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり申

出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本定例会に付議されました案件は、全て終

了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定によっ

て、本日で閉会したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） これで、本定例会に

付議された案件は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和３年第３回美幌町議会定例会を閉会し

ます。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時２０分 閉会   
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